
  行政不服審査制度（審査請求）における審査の流れ                      別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分庁 

（例）収納課 

審査請求人 

（例）税の滞納者 ①差押処分 

 
審査庁 
  
 
審査請求書等の各種様式準備、適法
性検査、補正の求め、意見書等受領、
裁決案作成、審査会等への諮問、答
申受領、裁決書案作成、裁決、裁決
書の送達、証拠書類等の返還 
 
 
受付・裁決をする事務と審理員の 
指名に関する事務は所管部署を 
分ける。 ②審査請求 

審理員 

 
利害関係人の参加許可等、審査請求書の
送付、弁明書提出要求、反論書・意見書
提出の促し、争点の整理等、審理手続の
計画的遂行のため意見聴取、ロ頭意見陳
述、証拠書類等の提出の促し、書類その
他の物件の提出要求、審理関係人への質
問、参考人の陳述、鑑定又は検証の要求、
審査請求人等による提出書類等の閲覧
等、審理手続の併合又は分離、審理手続
の終結、審理員意見書の作成 等 

 

 

第三者機関 

 

   委員の選任等、審理、 

    答申、委員報酬支給 

⑦裁決 

③指名 

④弁明書、反論書等の提出 

⑤審理員 
 意見書 

⑥諮問 

・答申 

 

審理員向け研修の実施、報酬・時間外・旅費
の予算化、審理員候補者名簿（資料）の作成 

（武蔵村山市行政不服審査会） 

 

（名簿の中から適任者を指名） 


